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酒特殊車両の指導・取締りを実施

７月１２日（木）に菅里検測所（国道７号遊佐町菅里地内）において、

酒田河川国道事務所、酒田警察署と合同で特殊車両の指導・取締りを行いました。

大型トレーラーや大型建設機械など一定の規格を超えて重たかったり、大きかったりすると、

舗装や橋が早く痛んだり、他の通行の障害になったり、重大事故の原因になったりします。このような

規格を超える車両が道路を通行するためには、道路管理者から道路法に基づく特殊車両通行許可を

取得し、一定の条件のもと通行しなければなりません。

特殊車両の指導・取締りは、この通行許可制度の普及啓発と違反車両に対する是正指導を行うために、

車両の大きさや重さの計測、許可の有無、許可の内容どおりに運行しているかなどを調べます。

今回の指導・取締りでは、３台の特殊車両と６台のトラックを調べました。

マットスケール（重量計）でトレーラーの

重さを車軸ごとに計ります。

トラックは過積載かどうか検測所据え付けの

重量計で調べます。

トレーラーの大きさ（長さ、幅、高さ）を計ります。

許可書をチェックし、違反があれば指導を行います。


